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自治退は、自治労とともに
「鬼木まこと」さんの推薦を決定しました。
必勝に向けて諸活動を進めましょう

地域別学習会＝毎年開催へ・定期総会は隔年維持
「赤字解消策の到達点と今後の対応策（案）」組織討議中

　　　　　　　　　　　　　略　歴　　　　　　　　　　　

1963年　福岡県筑紫野市生まれ

1982年　福岡県庁入職

2012年　福岡県職員労働組合委員長

2014年　自治労中央本部組織対策局長

2015年　自治労中央本部総合公共民間局長

2019年　自治労中央本部書記長

　自治労は、１月28日に開催された第159回中央委員会で2022年７月

に予定される第26回参議院選挙に、自治労本部現書記長・鬼木誠（お

にきまこと）さんを立憲民主党から組織内候補として擁立すること

とし、組織が一体となって取り組みを進めることを決定しました。

　「えさきたかし参議院議員」（自治退顧問）からのバトンタッチ

です。

　この決定に基づき自治退に対して、推薦決定と取り組みの要請が

ありました。

　自治退は国民主権・基本的人権を基礎に、年金・医療・介護など

社会保障の維持強化、戦争をしない・させない平和な国づくり、民

主的合意を大切にした政治・社会、原発に依存せず地球環境変動を

防ぐ、新型コロナウイルス感染禍の克服などの政策要求を実現する

活動に取り組んでいます。

　こうした政策制度要求運動をはじめ多くの領域で、組織内国会議

員の存在は自治退運動にとって欠くことのできない力です。

　自治退は３月23日に開催した第１回役員会で、現退一致の原則の

もと「鬼木まこと」さんの推薦を決定しました。

　この間の自民党を中心とした政権は、数に物を言わせて、新自由

主義的政策を強硬に推し進めてきました。格差を拡大する一方で、

安保法制や共謀罪など、平和や民主主義をないがしろにする政策を

進めてきました。「自助」が強要され、誤った自己責任主義が蔓延

してしまった結果、社会的な連帯が劣化しています。コロナ禍で改

めて明らかになったように、減らされ続けた地域の公共サービスを

より手厚くし、皆で支えあう社会に転換する必要があります。

　そのために、自治退に結集する皆さんの声を政治に反映していこ

うではありませんか。

　現役単組と連携し、家族はもとより地域で「鬼木まこと」必勝に

向けて諸活動を進めましょう。

　自治退の財政は、総会の経費増や地域別学習会経費の累増などに

より2014年度以降単年度収支の赤字が続きこの動向を放置すれば、

それまで蓄積してきた繰越金を使い切って、早晩構造的な赤字にな

る惧れがありました。これを食い止め財政を健全化するために組織

討議をすすめ、2016年の第45回総会で“定期総会および地域別学習

会を隔年化”することを柱とする「自治退財政赤字の改善策」が決

定されました。

　この改善策は、“２ヵ年度を１期として２期（４年間）執行した

到達点にたって、その後の新たな対応を検討する”こととしていま

した。４年間の収支状況を分析した結果、会員の皆さんのご協力で

大きな改善効果が確認され、今後の積極的な対応も可能な状況が確

認されましたが、全てを復元するには遠い状況でした。これを基礎

に2020年１月の第１回役員会から検討を開始し、コロナ禍の制約に

よる書面による意見交換を含めて検討を重ね2021年３月に開いた

2021年度第１回役員会で討議案を決定しました。現在各県本部に組

織討議を要請しています。内容は多岐にわたっていますが、大きな

柱は次の通りです。

※　定期総会は隔年維持とするが、地域別学習会は毎年開催復活

※ 　上記を実現するために、総会代議員数や地域別学習会参加

人員をある程度縮小するなど、いくつかの支出削減策を提案

　対応策（案）については、今後次の日程で討議を進める予定です。

引き続き財政確立へのご協力をよろしくお願いします。

※　３月30日各県本部に組織討議を要請

※ 　各県本部から出された意見（５月20日集約）について、５

月27日開催（予定）の第２回役員会で対応を協議し、県本部

代表者会議議案を決定

※　７月21日開催（予定）の県本部代表者会議で対応策を決定

※ 　11月11日開催（予定）の第47回定期総会に関連する規約改

正（総会代議員数の変更）を提案し、可決後施行



安心総合共済 入っていますか
◎掛金を引き下げました（すべてのタイプ）　◎入院・手術保険金額を引き上げました（タイプ１）

日々の暮らしの安心が さらに広がります

もしかして　“つい、うっかり”が大きな負担にも

他人への賠償に

万が一　家族に余計な心配はさせたくない

ケガをしたときに
他人にケガをさせてしまった　お店の商品を壊してしまった
― 賠償責任を負ったときに賠償額を支払います　　　　　

 国内での事故も国外での事故も
 家族（同一の生計の方）が事故
 を起こしたときも
 相手方との示談交渉も

つまずいて骨折してしまった　料理中にやけどしてしまった
　　― 入院、手術、通院したときに保険金を支払います

　国内でも国外でも
　１日だけの入院、通院でも
　日帰り手術でも

加入者とその家族だけが受けられるサービス

メディカルアシスト

　急に具合が悪くなったけれど救急車を呼ぶべきか

　出先でケガをしたけれど病院はどこにあるのか

　― いつでも　どこでも　フリーダイヤルで適切に応えてくれます

　高額賠償事例

自転車での加害事故
9,500万円

（神戸地裁判決）

骨折による平均入院日数

65歳以上 75歳以上

47.7日 51.9日

（厚生労働省「患者調査」）

安心総合共済加入のおすすめ

　全日本自治体退職者会（自治退）会員のみなさまには、コロナ禍にもめげず、ご健勝にお過ごしのことと、お慶び申し上げます

　今回は、自治退で推進しております安心総合共済のご案内を差し上げます

　安心総合共済は、毎年、多くの方に保険金をお支払いし、暮らしの安心を支えてきています

　安心総合共済は、自治退の会員であれば、健康状態を問わず、どなたにもご加入いただけます。このたびは、制度を改定し、補償を充実

させながら、掛金を引き下げており、暮らしの安心が、さらに広がっています

　安心総合共済に加入していれば、ご自身がケガをしたり、他人にケガをさせてしまったりしたときの補償ばかりでなく、“日ごろの悩

み”から“もしものとき”まで、フリーダイヤルで相談することができる特典もあります。いつでも、どこでも、医師、看護師等が適切に

応えてくれます

　これを機会に、ぜひとも加入をご検討くださいますよう、お願い申し上げます。加入申込書、パンフレットは、別途、用意していますの

で、ご加入の単会に請求していただくか、または、自治労サービスまでお問合せください

　なお、満期を統一しているため、ご加入いただく時期によって掛金が変わってきますので、ご注意ください

　　　＜基本補償＞

☆ こんなときに、保険金が支払われます……  
＜傷害事故＞          事故による通院、入院、手術、死亡が対象です。通院、入院は 1 日でも対象となります 

事 故 の 内 容 治療内容 給 付 金 額（タイプ２） 
家を片付けるため、脚立に乗って作業していたが、脚立ごと倒れて腰を打った 通院  30日 通院保険金  75,000円

ベッドから降りる際に転倒し、腰を圧迫骨折した 入院 154日 
通院  30日 

入院保険金 616,000円
通院保険金  65,000円
(180日限度での支払)

散歩中につまずいて転倒し、半月板を損傷した 入院 150日 
通院  30日 

入院保険金 600,000円
通院保険金  75,000円 

＜賠償事故＞          国内での賠償事故には、支払の限度額はありません 
支払対象となる事例 給付内容 給 付 金 額 

畑の草刈りをしていて、草刈り機で石を跳ね飛ばし、自動車に傷をつけた 修 理 代 
損害賠償した額をお支払い 
自己負担はありません 
国内事故は示談交渉を代行 

水漏れを起こし階下の住戸の家財に損害を与えた 修 理 代 
買替え費用 

犬を散歩させていたときに、犬が他人にかみついた 治 療 費 
慰 謝 料  

＜携行品損害＞         外出時に身に着けていたもの、持っていたものを壊したり盗難にあったりしたとき 
支払対象となる事例 給付内容 給 付 金 額 

自転車のかごからバッグをひったくられ、財布と現金を盗まれた 再購入費用 
現金盗難額 時価額または負担額実費を

限度としてお支払い 
5,000円までは自己負担 レストランで訪問着にワインをこぼしてしまった クリーニング 

費    用 
旅行先でハンディビデオを落とし、全損させた 再購入費用 

 
☆ あなたに最適の補償は…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜基本補償＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 詳しい内容についてはパンフレットにてご確認ください。パンフレットは、同封のチラシ「リスクに備えて……」に刷り込んである資料請求は

がきで請求いただけます。 

2021年３月作成 20-R18696 

ＳＴＡＲＴ

配偶者の補償

Ｂ 1タイプ

補償が必要 今      回       は
補償対象としない

地震・噴火・津波
による傷害事故

地震・噴火・津波
による傷害事故

今      回       は
補償対象としない

今      回       は
補償対象としない

Ａ1タイプ

補償が必要

Ｂ 2タイプ

補償が必要

Ａ 2タイプ

補償の対象とする 補償対象としない 補償の対象とする 補償対象としない
Ｂ2タイプ Ｂ1タイプ Ａ2タイプ Ａ1タイプ
28,660円 23,770円 16,790円 14,300円

入院保険金日額 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
入院中　40,000円 入院中　40,000円 入院中　40,000円 入院中　40,000円
その他　20,000円 その他　20,000円 その他　20,000円 その他　20,000円

通院保険金日額 2,500円 2,000円 2,500円 2,000円
死 亡 保 険 金 250万円 250万円 250万円 250万円
入院保険金日額 4,000円 4,000円

入院中　40,000円 入院中　40,000円
その他　20,000円 その他　20,000円

通院保険金日額 2,500円 2,000円
死 亡 保 険 金 250万円 250万円

賠償事故　（支払限度額）
携行品損害（支払限度額）

すべてのタイプ  　　　　国内：無制限 　  　国外： 1億円
すべてのタイプ　国内外 50万円　（自己負担： 1事故 5,000円）

  年 間 掛 金（一時払）

夫　　婦　　型 本　　人　　型

本
人

配
偶
者

傷
害
事
故

(本人および配偶者の補償) (本人のみの補償)
地震・噴火・津波を原因とする傷害事故 地震・噴火・津波を原因とする傷害事故

手 術 保 険 金

手 術 保 険 金

保
険
金
額

※ 　くわしい内容についてはパ

ンフレットにてご確認くださ

い。パンフレットは、別途、

用意していますチラシ「リス

クに備えて……」に刷り込ん

である資料請求はがきでご請

求いただけます。

　　　＜お問合せ先＞　㈱自治労サービス　TEL　03(3239)5880

　　　　　　　　　　　担当　加藤・鍼田　FAX　03(5213)5485
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支払対象となる事例 給付内容 給 付 金 額 

自転車のかごからバッグをひったくられ、財布と現金を盗まれた 再購入費用 
現金盗難額 時価額または負担額実費を

限度としてお支払い 
5,000円までは自己負担 レストランで訪問着にワインをこぼしてしまった クリーニング 
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